
 
189 

こども家庭科学研究費補助金 （成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 
児童養護施設等や里親家庭における養育の不調の要因分析に資する研究 

 
分担研究報告書 

 

里親家庭、ファミリーホーム、地域小規模児童養護施設における 

養育不調による措置解除状況からの示唆 

 
研究分担者 上鹿渡 和宏（早稲田大学人間科学学術院） 
研究協力者 藤巻 楽々（国立成育医療研究センター 小児内科系専門診療部こころの診療科） 

           

 

 

Ａ．研究目的 

 我が国では、2016 年の児童福祉法改正によ

り、家庭養育優先原則が示され、2017 年の新し

い社会的養育ビジョンでは「3歳未満について

は概ね 5年以内に、それ以外の就学前の子ども

については概ね 7年以内に里親委託率 75%以上

を実現し、学童期以降は概ね 10 年以内を目途

に里親委託率 50%以上を実現する」とされ、フ

ォスタリング機関に関するガイドラインも示

され、チーム養育による包括的里親養育支援が

研究要旨 
2016年の児童福祉法改正により、家庭養育優先原則が示されそれ以降施設養護から家庭養護へ

の移行が進められてきた我が国において、都道府県社会的養育推進計画に基づいて、今後も家庭

養護が増えていくことが予想される。また、虐待を受けた子どもや心身の状況において何らかの

障害のある子どもの養育を、里親やファミリーホームによる家庭養護が担うケースは確実に増

えていくと考えられる。その対応としてフォスタリング機関や里親支援センターによる、一貫し

た包括的な里親養育支援のシステムが各地で整えられつつあるが、未だに十分な状況にはなく、

このままでは家庭養護における困難を解決するのが難しい状況や養育不調が増えていく可能性

がある。本調査研究では、社会的養護、特に家庭養護における養育不調についての実態把握と課

題整理、支援検討のために、里親・ファミリーホーム・地域小規模児童養護施設の養育者、児童

相談所・フォスタリング機関の支援機関を対象とした調査が実施された。各分担研究者の結果、

考察の報告をもとに全体を改めて見直し、筆者のこれまでの里親支援に関する経験を踏まえて、

それぞれの養育不調の現状の把握と改善に向けた課題、またその解決に向けた支援について探

求する本調査研究に必要とされる視点として以下４つを示した。（１）子どもを中心にした委託

変更後につなげる理解と対応、（２）ファミリーホームにおける不調の背景、（３）「なし崩し的

に家庭復帰」の意味すること、（４）児童相談所、フォスタリング機関についての状況把握、分

析の必要性。以上を踏まえて、次年度以降の調査研究への反映について検討が必要と考えた。 
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目指されることとなった。2018 年には都道府

県社会的養育推進計画策定要領が発出され、各

自治体では国の目標値として示された上記の

具体的数値を念頭に目標値を設定した計画が

策定され 2020 年度より実践が開始された。さ

らに 2022 年の児童福祉法改正により里親支援

センターが児童福祉施設として位置づけられ

ることになり、制度としては施設養護から家庭

養護への移行が確実に進められつつある。 

この間、里親委託率は 2021 年度末には全国平

均 23.5％となり、最大は福岡市の 59.8%、最小

は金沢市の 8.6%と自治体間格差が大きくなっ

ているが、最大の福岡市においては国の示した

里親委託率の目標をすでに達成している。家庭

養育優先原則に基づいた各地の計画により今

後もさらに里親委託数が増えていくことが予

想される。 

社会的養護のもとで暮らす子どものうち被虐

待経験のある子どもの割合は、乳児院 40.9％、

児童養護施設 65.6％、里親家庭 38.4％、ファ

ミリーホーム 53.0%となっている。また、知的

障害、発達障害、愛着障害等なんらかの障害の

ある子どもの割合は、乳児院 30.2％、児童養護

施設 36.7％、里親家庭 24.9％、ファミリーホ

ーム 46.5%となっている(1)。里親における割合

は一番小さい一方で、ファミリーホームは児童

養護施設を上回りおよそ半数の子どもが何ら

かの障害を持つ状況である。この割合は年々増

加傾向にあり、虐待を受けた子どもや心身の状

況において何らかの障害のある子どもの養育

を、里親やファミリーホームによる家庭養護が

担うケースは確実に増えていくと考えられる。

その対応としてフォスタリング機関や里親支

援センターによる、一貫した包括的な里親養育

支援のシステムが各地で整えられつつあるが、

未だに十分な状況にはなく、このままでは家庭

養護における困難を解決するのが難しい状況

や養育不調が増えていく可能性がある。 

 本調査研究では、養育不調となった事例に関

して、そして養育不調となっていない事例との

比較をするため、里親・ファミリーホーム・地

域小規模児童養護施設の養育者、児童相談所・

フォスタリング機関の支援機関を対象とした

オンラインフォーム・質問紙による調査を行い、

養育不調となる要因について、①委託時や委託

解除時の状況、②子どもの心身の特性や行動上

の問題、③養育上の課題、④支援の課題の 4つ

の視点から明らかにする(2)。 

本分担研究では特に里親、ファミリーホーム、

地域小規模児童養護施設それぞれを対象とす

る分担研究者により示された結果、考察を合わ

せて確認することで、養育不調の実態把握やそ

の支援構築に向けて今後さらに明らかにすべ

き点について示唆を得ることを目的とする。 

  

Ｂ．研究方法 

 本調査研究においては「養育不調」を、子ど

もの行動上の問題や養育者の養育上の課題の

大きさにより、養育者が子どもへの対応が困難

になる状況として定義した。 

 班会議での協議によって、里親、ファミリー

ホーム、地域小規模児童養護施設、児童相談所、

フォスタリング機関への質問項目として養育

不調の要因を、Konjin et al., (2018)(2)の里

親委託の不安定性の要因に関するシステマテ

ィックレビューを参考に、「委託時や養育不調

による委託解除時の状況」、「子どもの心身の特

性や行動上の問題」、「養育上の課題」、「支援の

課題」の 4つに分けて検討を行い作成した。そ

の詳細については各分担研究者の報告に記さ

れている。 

里親については、全国の里親家庭 6585 家庭

を対象とし回答数は質問紙が 1401 件、オンラ

インフォームが 607 件（回収率 30.4％）で有
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効回答数は質問紙が 1293 件、オンラインフォ

ームが 561件であった。ファミリーホームにつ

いては全国のファミリーホーム 446 箇所を対

象とし、回答数は 101 件（回収率 22.6％）で

有効回答数は 99 件であった。地域小規模児童

養護施設については全国の地域小規模児童養

護施設を有する児童養護施設 527 箇所を対象

とし、回答数は 199 件（回収率 37.8％）で有

効回答数は 171件であった。児童相談所につい

ては全国 232 箇所を対象として回答数は 75 件

（回収率 32.3％）、民間フォスタリング機関に

ついては全国 168 箇所のうちは 20 機関（回収

率 11.9％）より回答を得た。 

これら里親・ファミリーホーム・地域小規模

児童養護施設の養育者、児童相談所・フォスタ

リング機関の回答内容を本調査研究の各研究

分担者が確認し、分析した報告書をもとに、筆

者が全体を俯瞰しそれぞれの養育不調の現状

の把握と改善に向けた課題、またその解決に向

けた支援について探求する本調査研究に必要

とされる視点を見出すべく検討した。 

 
（倫理面への配慮）  

調査回答者、研究対象となった委託・措置さ

れている子どもの個人情報は収集せず、匿名性

を厳密に確保した。国立成育医療研究センター

倫理審査委員会の承認（2023-164）を得て実施

した。 
 
Ｃ．研究結果 

（１）里親について 

今回の調査における養育不調の割合は 8.0％
であり、先行研究の 17％に比べるとやや低い

割合と評価された。 
回答者の内訳は、里母が 74.9%で、初めて子

どもを委託されてからの期間として半数が 4
年未満であり、里親になった動機としては「社

会的養護の必要な子どものためになりたかっ

たため」が最も多かった。 
委託解除となった年齢は 3 歳から 6 歳が

17.3%、13 歳から 15 歳が 26.3%、16 歳から

18 歳が 19.9%とその他の年齢群よりやや多か

った。 
委託解除後の措置変更先については、「児童

養護施設」が最も多く 28.2％、ついで「わから

ない」が 15.4％、「その他（家庭復帰による委

託解除）」が 12.2％、「他の里親」が 10.3％、

ファミリーホームは 2.6%、未記入が 10.3%等

であった。 
 

（２）ファミリーホームについて 

今回の調査における養育不調による委託解除

の経験の有無について「あり」が 24件 (24.2％)、
であった。 
回答者の内訳は「男性の養育者」が 48.5％、

「女性の養育者」が 42.4％、「女性の補助者」

が 2.0％であった。委託されてから今までの期

間については、4 年未満が 26.3%、4 年以上 5
年未満が 8.1%、5 年以上 10 年未満が 22.2％、

10 年以上 15 年未満が 18.2％、15 年以上が

8.1％であった。また、ファミリーホーム運営

の動機については、「社会的養護の必要な子ど

ものためになりたかったため」が最も多かった。 
委託解除となった年齢は 13 歳から 18 歳が 6
割を占めた。 
委託解除の要因としては「他害以外の子ども

の問題行動」や「ファミリーホーム内や学校で

の他害や器物破損行為」に多くの回答が認めら

れた。 
 

（３）地域小規模児童養護施設について 

今回の調査における養育不調による措置解

除の経験について「あり」は 54件（36.0%）で

あった。 
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措置解除になった 54 件の内、回答があった４

９名の分析では平均年齢 14.92歳、高校生が 32

名（65.3％）と年齢が高く、措置変更後は「家

庭復帰による措置解除」が 21 名（42.9％）と

最も多く、施設で不適応をおこし、「なし崩し

的に家庭復帰」となっていくことも多いと推測

されている。 

 
Ｄ．考察 

（１）子どもを中心にした委託変更後につな

げる理解と対応について 

措置変更後の子どもの委託先についての特

徴を見ていくと、委託されている子どもそれぞ

れの状況として、なんらかの障害の有無、委託

時年齢、措置変更時年齢、家族との交流有無な

どについても検討する必要があると考えられ

た。 

また、里親へのアンケートで委託解除後の措

置変更先について、「わからない」が 15.4％と

２番目に多い回答であったことや、里親委託解

除となった理由として「児童相談所による判断」

や「本人が無断で自発的に実家庭へ戻った」が

挙げられたことからも里親として子どもの委

託変更先を把握できていない状況や、理由がわ

からない、もしくは納得できていない状況が少

なからずあることが推測された。地域小規模児

童養護施設との比較でもこのような事態が里

親養育においてより多く生じていることが推

測される。この点は今後の調査でより明らかに

するべき点だと考える。 
養育不調は、子どものニーズについての誤解

に養育者が気づき、対応を変化させる重要な機

会にもなるため、たとえ不調で委託先が変更に

なったとしても、新たな養育者への情報提供や、

子どもと距離を置きながらも切れずに繋がり

続けることが子どもにとってその後の人生に

重要な意味を持つことも考えられる。したがっ

て委託変更にあたっての準備や話し合い、その

後の子どもとの関係の取り方についてなど、不

調予防だけでなく、その後の対応、子どもにと

って養育不調を失敗体験で終わらせるのでは

なく、その後につなげる意味のある経験、より

良い育ちの環境につなげるための機会とする

ことを考える支援も必要とされていると考え

た。 

 
（２）ファミリーホームにおける不調の背景に

ついて 

ファミリーホームについては、委託解除とな

った年齢は 13 歳から 18 歳が 6 割を占めてい

た。 
これについては、在籍児童年齢(2018 年 2月

1 日)で見ると(1)、13〜15 歳が児童養護施設

23.7％、里親 17.6％、ファミリーホーム 21.9％、

16〜18歳が児童養護施設 21.4％、里親 21.3％、

ファミリーホーム 24.5％とファミリーホーム

により年齢の高い子どもが委託されているこ

とがわかる。 

さらに、在籍児童の措置時の年齢(2018年 2月

1 日)で見るとその傾向は強くなり、13〜15 歳

が児童養護施設 10.1％、里親 10.2％、ファミ

リーホーム 17.3％、16〜18 歳が児童養護施設

1.5％、里親 5.3％、ファミリーホーム 6.7％と

なっており、ファミリーホームには委託時点で

年齢の高い子どもが多いことがわかる。 

これに関連して、金城・中山（2018）(3)によれ

ば、里子の年齢と里母の身体的負担感の関係に

ついて、幼児期の里子を抱えている里母が身体

的負担を最も多く感じていた。一方、里子の年

齢と里母の精神的負担感の関係については、

「里子の年齢が高くなるほど里母の高負担群

は増大していることが示されており、里子の年

齢が低いほど里子への精神的負担感は少な

い。・・・高負担群は 15歳以上になると乳児期
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の約 7倍に増大していることがわかる」(3)とさ

れている。里親における精神的負担は年齢があ

がるほど強くなることが示されており、高年齢

の子のどもが委託され、そこから養育を始める

ファミリーホームにおける不調については、こ

のような背景も考慮する必要があると考えら

れる。 

また、前述の通り児童養護施設、里親、ファ

ミリーホームの中でもなんらかの障害を持つ

子どもの割合が一番高いのはファミリーホー

ムであり、これら二つの点から、もともと養育

不調に至る可能性が高い子ども、対応の難しい

子どもが委託されている可能性がある。また、

ファミリーホームは、もともと地域で頼りにさ

れてきたベテラン里親が担い手となって始ま

った経緯があるが、そのような事情もありフォ

スタリング機関等が設置されてもその支援を

受ける体制が整っていない場合もあると考え

られる。これらの背景から、ファミリーホーム

について里親以上に養育不調の現状把握と対

応について検討する必要がある。その際、ここ

で挙げた背景からは、委託後の支援だけでなく、

ファミリーホームにどのような子どもを委託

するかについても合わせて検討する必要があ

ると考えられる。 

 

（３）「なし崩し的に家庭復帰」の意味するこ

と 

地域小規模児童養護施設については回答の

あった措置解除ケースの 65.3％が高校生であ

り、措置変更後は「家庭復帰による措置解除」

が 42.8％と最も多く、不適応をおこし「なし崩

し的に家庭復帰」となっていることが推測され

ている。里親から委託変更後の家庭復帰は

12.2%であったことをふまえると、施設からの

「なし崩し的に家庭復帰」はさらに詳細な状況

把握が必要と考えられる。このような事態が施

設で生じている背景としては、措置児童の保護

者の状況として両親ともいない、もしくは不明

の子どもの割合が児童養護施設は 6.4％である

のに対して里親は 21.2％と高いことや、家族

との交流状況を見ても交流なしの子どもの割

合が児童養護施設は19.9％であるのに対して、

里親は 70.3％と高いことが影響しているのか

もしれない(1)。施設養護における「なし崩し的

家庭福復帰」については、家族との交流が可能

な（戻れる家がある）子どもの割合が多いこと

もあっての特徴的な不調とも捉えられるので

はないだろうか。 
これまでの里親養育への措置において家族

との交流のない子どもを養子縁組の代替手段

として活用されてきたことも反映していると

考えられるが、今後増えていく養育里親におい

ては親との交流がある子ども、家庭復帰を委託

当初から目指す子どもについても里親養育が

優先されることになるため、施設だけに特徴的

な状況ではなくなるかもしれない。 
また、地域小規模児童養護施設の報告で挙げ

られたなし崩し的に「家庭復帰」し措置解除す

るケースは、結果的には「家庭復帰」として扱

われているが、家庭以外に措置変更されたもの

とは異なる印象を関係者に残している可能性

もある。「家庭復帰」という結果に隠されてし

まう可能性のある養育不調についても、その経

過や対応についてしっかり認識し、次の支援に

活かす必要があると考える。 
 

（４）児童相談所、フォスタリング機関につい

ての状況把握、分析の必要性 

今回の調査では児童相談所とフォスタリン

グ機関に対しても調査が実施されている。今回

の報告をまとめるにあたっては、それぞれにつ

いての分析が現時点では十分できていないた

め、現状の把握が難しい。ただ、冒頭でも示し
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たとおり 2016 年以降、増やそうとしている里

親養育はチーム養育を基本とした一貫した包

括的な里親養育支援を前提としたものであり、

養育不調も里親の責任とだけでは考えない。し

たがって、里親養育における養育不調について

検討するにあたってはフォスタリング機関に

よる支援やその現状認識とセットで検討する

必要があり、今後の調査研究の中で具体的な状

況把握も必須と考える。 

また、児童相談所調査の結果について詳細な

分析やヒアリングが次年度以降進められる予

定であるが、その際、養育不調ケースについて

児童相談所からはどのように把握されている

か、考えられているかを明らかにする必要があ

る。地域小規模施設、里親、ファミリーホーム

それぞれの側から明らかにされる養育不調の

割合や理由、要因とどの程度一致するのか、も

しも一致しないとしたらどのように、なぜその

ような状況が生じるのかについて検討し、個別

のヒアリング等により実態を把握する必要が

出てくるかもしれない。 

今回の里親を対象とした調査では、里親が子

どもの委託変更先を知らされていなかったり、

児童相談所の判断に納得していない可能性が

示されていたが、養育不調の認識に里親と児童

相談所で差が生じている可能性もある。今後、

児童相談所やフォスタリング機関が養育不調

をどう捉え、支援してきたのか、しているのか

について現状を明らかにする調査、分析が必要

と考えられる。 

 

Ｅ．結論 

社会的養護、特に家庭養護における養育不調

についての実態把握と課題整理、支援検討のた

め、里親・ファミリーホーム・地域小規模児童

養護施設の養育者、児童相談所・フォスタリン

グ機関の支援機関を対象とした調査が実施さ

れた。各分担研究者の結果、考察の報告をもと

に全体を改めて見直し、筆者のこれまでの里親

支援に関する経験を踏まえて、それぞれの養育

不調の現状の把握と改善に向けた課題、またそ

の解決に向けた支援について探求する本調査

研究に必要とされる視点として以下４つを示

した。（１）子どもを中心にした委託変更後に

つなげる理解と対応、（２）ファミリーホーム

における不調の背景、（３）「なし崩し的に家庭

復帰」の意味すること、（４）児童相談所、フ

ォスタリング機関についての状況把握、分析の

必要性。 

以上踏まえて、次年度以降の調査研究への反

映について検討が必要と考えた。 
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